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「アジア・ゲートウェイ特区」の提案結果について

１０月９日に、政府の構造改革特別区域推進本部において、弊社提案に対する対応

方針が決定されましたので、お知らせいたします。

弊社といたしましては、空港でのお客様サービスの向上により、物流の一層の効率

化や観光・ビジネス交流の拡大等に資するよう、今後とも提案の早期実現に向けて

努力していきたいと考えております。



（別 紙） 

「関西国際空港アジア・ゲートウェイ特区」の提案結果について 

 

○提案項目 

 

１． 税関の２４時間通常開庁化 

（現状） 税関執務時間（８：３０～１７：００）以外において税関手続を行う場合は、臨時

開庁承認申請の手続が必要であり、臨時開庁手数料の納付が必要。 

【要望】 臨時開庁承認制度を廃止し、税関の２４時間通常開庁化。（→手続の簡素

化によるリードタイム短縮、手数料の廃止による物流コスト削減） 

《決定》 提案の実現に向けて対応を検討。（手数料免除は受益者負担の原則から適

当でない。但し、コンプライアンスの優れた通関業者に対する特例措置につい

て検討し、法制面の改正が必要となる場合は、平成２０年度以降の関税改正

において見直し。→ 平成１９年度中に結論。） 

 

２． 指定地区内の保税運送承認免除化 

（現状） 保税蔵置場間における外国貨物の移動には税関長の保税運送承認が必

要。 

【要望】 保税取締上支障がないと認められる地区（保安区域である関空国際貨物地

区を想定）においては保税運送承認申請手続を免除。（→リードタイム短縮） 

《決定》 現行規定により対応可能。（包括保税運送制度による包括承認が可能。但

し、保税運送手続の免除や包括承認における運送場所の指定免除は、適正

な貨物管理に支障をきたしかねないため困難。） 

 

３． 輸入貨物に対する自動通関システムの導入 

（現状） 輸入貨物は原則として保税蔵置場に搬入後に輸入申告が必要。（なお、予

備審査制度においても、貨物到着前に予備審査を行った後、保税蔵置場搬入

後に改めて本申告が必要。） 

【要望】 輸入貨物の保税蔵置場搬入前（航空機での輸送中など）に輸入手続の完了

を可能に。（→貨物到着後の迅速な引渡しが可能） 

《決定》 特区・地域再生として対応不可。（予備申告により、輸入通関手続のほとん

どを貨物到着前に終了可能だが、適正な通関確保のため、貨物到着前の輸

入許可は困難。） 

 

４． 輸入貨物における税関検査の優良事業者への優遇化 

（現状） 輸入手続に際しては必要に応じて税関検査（現物検査）が実施される。また、

検査場までの貨物輸送費は荷主負担となっているが、税関職員の出張検査

（現場検査）は対象貨物が巨大重量貨物等に限定されている。 

【要望】 コンプライアンスの優れた事業者には、検査個数を軽減、現場検査の対象

範囲を拡大（→リードタイム短縮、コスト削減） 

《決定》 現行規定により対応可能。（従来から、検査の要否は、過去の実績、コンプ

ライアンスの状況等により判断。） 

 

 



５． 出入国手続施設の多様化 

（現状） 出入国に関し諸外国の空港に見られるような専用手続施設の設置がない。 

【要望】 ビジネス機、深夜貨物便などに対応した出入国手続施設の設置。 

《決定》 現行規定により対応可能。（具体的内容をもって対応を検討。） 

 

６． 出入国審査時の専用手続レーンの導入 

（現状） 出入国時のＣＩＱ手続に関して、諸外国の空港に見られるような専用レーン

設置がない。 

【要望】 ビジネスクラス以上旅客、乗継旅客、ＶＩＰ（ビジネスジェットの旅客を含む）に

対する専用手続レーンの設置。 

《決定》 ①乗継時間が短い旅客及び国際会議出席者＝全国的に対応。（航空会社

による誘導があれば対応。→ 平成１９年度中に対応。） 

      ②ビジネスクラス以上の旅客＝特区・地域再生として対応不可。（専用手続

レーンの設置については、審査待ち時間の短縮状況や入国審査時の個別識

別情報の提供の義務づけの導入状況等を考慮し、諸外国の事例を参考にし

つつ、今後の課題として検討。） 

 

○提案主体 

 

   １～４は、関空会社と大阪府の共同提案。５～６は関空会社の提案。 

 

    


